
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者の皆様へ 狛江第三中学校の教育活動における新型コロナウイルス感染症予防対策 

□ 毎朝、自宅で検温をお願いします。発熱（37．5℃以上）や体調不良の症状がみられるときは，

登校を控えさせてください。 

□ 登校の際には、「健康観察カード」を記入の上、提出をお願いします。 

※健康観察カードが未記入の場合、保健室等での検温及び風邪症状の確認をいたします。発熱等が

みられる場合には、学校から保護者の方へ連絡の上、お子様の引き取りをお願いします。 

□ ご家庭においても、３つの密（換気の悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、間近で会話や発声

をする密接場所）が同時に重なる場を避けるとともに、手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染

症対策について、お子様にお伝えいただきますようお願いします。 

□ 免疫力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動やバランスの取れた食事を心がけてください。 

□ マスク（形状、材質等は問いません）を着用させてください。学校からも 2 枚配布します。 

○ご家庭にお願いすること 

□ 手洗い（登校時や給食前、体育の授業後、昼休みの後、トイレ使用後などは、必ず手を洗い、手

荒れがひどい場合等は、石けんを使用せず流水のみで可とします）、咳エチケットの励行について

指導を徹底します。 

□ 適切な環境保持のため、教室等のこまめな換気を心掛けるともに、空調や衣服による温度調節を

含めて、温度・湿度の管理に努めます。 

□ 教室やトイレなど生徒が利用する場所のうち、特に多くの生徒等が手を触れる箇所は、１日１回

以上、消毒液を使用して消毒を行うなどして環境衛生を良好に保ちます。 

□ トイレは一度に使用する人数(トイレに入る人数)を男女とも 4 人に制限します。順番を外で間隔

を保って待ち、一人が出たら一人入るということを指導します。 

○学校で取り組むこと 

学校再開後についても、生徒の中には、自分や家族も感染するのではないかと不安や恐れを抱いた

り、学習面や人間関係、今後の進路などに不安を感じたりと、依然として心理的なストレスを抱えて

いると思います。 

そこで、本校では、学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細かな健康観察等から、生徒の状況を

的確に把握し、健康相談等の実施やスクールカウンセラー等による支援を行うなどして、心の健康問

題に適切に対応してまいります。 

ご心配なことがございましたら、学級担任、スクールカウンセラー等にご相談ください。 

【スクールカウンセラー  勤務日】（毎週金曜日） 

【スクールカウンセラー 直通電話】（０３－５４３８－３５１３） 

【狛江市教育支援センター教育相談】（０３－３４３０－６６５５）※4 月 30 日よりＯＰＥＮ 

○生徒の心のケア 

感 染 症 予 防 策 の 徹 底 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 活 動 上 の 配 慮 事 項 

□ 授業中、教員は飛沫防止のためマスク等を着用します。 

□ 近距離での会話や発声等をできるだけ避けるため、授業において、グループや少人数による対面

での話し合い・教え合いなどの活動は控えるようにします。 

□ 感染症対策を講じても、なお「３つの密」が生じる可能性が高い一部の実技教科などについて

は、年間の計画を見直し、指導の順序を変更することとします。 

◆ 保健体育における身体接触を伴う活動は行わず、生徒の体力や健康状況を考慮し、基本的な技能

の向上や体力トレーニングを中心とした学習を行います。また今年度、水泳指導は行いません。 

◆ 音楽においては、全員一斉での歌唱やリコーダー等を用いる活動は行いません。 

◆ 家庭科においては、調理実習は実施しません。  

○感染症対策に留意した各教科等の指導 

□ 1 学期に予定していた修学旅行、遠足など宿泊を伴う行事や校外での活動は、延期又は中止とし

ます。 ※詳細は、後日お便り等で連絡します。 

□ 避難訓練は、実施方法を工夫して行います。 

□ 委員会活動は、活動内容や協議事項を精選し、短時間で行います。 

□ 生徒総会等は、放送設備等を活用し、各教室で実施します。 

○学校行事 

□ 配膳を行う生徒の白衣等・マスクの着用と手洗いを徹底します。 

□ 配膳の際は、生徒が間隔を空けて並ぶなどの工夫をします。 

□ 生徒が対面して喫食する形態は避け、会話を控えるよう指導します。 

○給食 

□ 当日説明する内容などを学校ホームページやメール、動画配信等であらかじめお伝えするととも

に、短時間で開催します。 

□ 開催に当たっては、会場の参加人数に配慮し、学級ごとに実施することとし、できるだけ広い会

場において座席の間隔を空け、十分な換気を行います。  

○保護者会等 

□ 6 月中の部活動は実施致しません。 

□ 対外試合等、多数の生徒等が集まる場への参加は自粛します。 

□ 演奏会、展覧会等、不特定多数の参加者が見込まれる活動は、延期又は中止します。 

□ 更衣室を使用する際は、定期的に換気するとともに短時間の利用とし、生徒が密集した状態とな

らないよう工夫します。 

□ 生徒の健康・安全の確保のため，教員や外部指導員等が、生徒の体力、健康状況を考慮し、実施

内容や方法を工夫します。 

□ 活動内容は基本的な技能や体力トレーニングとし、身体接触を伴う活動、飛沫感染のおそれのあ

る活動は行いません。 

 

○部活動 


